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大
蔵
省
が
本
年
四
月
二
十
七
日
に
発
表
し
た
「
民
間
金
融
機
関
等
と
の
関
係
に
関
す
る
調
査
及
び
処
分
に
つ
い
て
」
に
関
し

て
、
同
月
二
十
八
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
、
大
蔵
省
政
府
委
員
に
事
実
関
係
な
ど
を
質
問
し
た
が
、
答
弁
は
極
め
て
不
十
分

で
、
一
連
の
接
待
汚
職
と
そ
れ
を
契
機
と
し
た
今
回
の
処
分
の
重
大
さ
を
十
分
に
理
解
せ
ず
、
従
来
の
不
祥
事
と
何
ら
変
わ
ら

ぬ
態
度
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
月
二
十
二
日
の
衆
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
は
、
大
蔵
省
官

房
長
に
同
省
紀
律
保
持
委
員
会
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
た
だ
し
た
が
、
官
房
長
の
答
弁
態
度
か
ら
は
前
記
法
務
委
員
会
の
政

府
委
員
同
様
、
反
省
の
姿
勢
が
ほ
と
ん
ど
う
か
が
え
な
か
っ
た
の
で
、
大
蔵
省
が
本
当
に
同
月
二
十
七
日
の
大
臣
談
話
に
あ
る

よ
う
に
「
深
く
反
省
す
る
と
と
も
に
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
を
図
り
信
頼
回
復
に
向
け
て
職
務
に
適
進
す
る
こ
と
を
決
意
」
し
た

か
ど
う
か
、
今
後
は
「
国
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
全
力
を
尽
く
し
て
い
く
」
と
信
じ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

調
査
及
び
処
分
に
つ
い
て 

（
1
） 

二
十
七
日
の
処
分
発
表
と
二
十
八
日
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
の
政
府
委
員
答
弁
に
よ
る
と
、
今
回
の
調
査
は
千
人

を
超
え
る
職
員
に
対
し
、
民
間
金
融
機
関
等
か
ら
会
食
、
ゴ
ル
フ
等
の
接
待
を
受
け
て
い
な
い
か
ど
う
か
自
己
申
告 

大
蔵
省
の
調
査
及
び
処
分
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

（
5
） 

今
後
、
捜
査
当
局
に
よ
っ
て
、
処
分
さ
れ
た
百
十
二
名
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
職
員
が
強
制
捜
査
の
対
象
と
な
り
、 

（
4
） 

前
記
各
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
自
己
申
告
、
接
待
し
た
金
融
機
関
等
へ
の

問
い
合
わ
せ
、
外
部
情
報
な
ど
の
ほ
か
、
ど
の
よ
う
な
事
実
確
認
を
し
た
か
。 

（
3
） 

百
十
二
名
に
対
す
る
各
接
待
に
つ
い
て
、
刑
法
第
百
九
十
七
条
（
収
賄
、
受
託
収
賄
、
事
前
収
賄
罪
）
、
同
条
の

二
（
第
三
者
供
賄
）
、
同
条
の
三
（
加
重
収
賄
、
事
後
収
賄
）
、
同
条
の
四
（
斡
旋
収
賄
）
及
び
一
九
九
五
年
改
正 

 
 

 

前
の
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
同
様
の
各
罪
な
ど
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る

と
す
れ
ば
、
誰
に
対
す
る
ど
こ
か
ら
の
ど
の
よ
う
な
接
待
か
。
ま
た
、
当
該
接
待
に
つ
い
て
は
既
に
捜
査
機
関
に
告

発
し
た
か
。 

（
2
） 

百
十
二
名
に
対
す
る
各
接
待
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
が
職
務
と
の
関
連
性
を
ど
う
判
断
し
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

さ
せ
、
そ
の
後
の
個
別
面
談
、
接
待
し
た
金
融
機
関
へ
の
問
い
合
わ
せ
、
外
部
情
報
な
ど
を
基
に
倫
理
規
程
な
ど
に

違
反
し
た
事
実
を
確
認
し
た
と
さ
れ
る
が
、
処
分
さ
れ
た
百
十
二
名
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
待
の
回
数
、
年
月 

 
日
、
接
待
し
た
金
融
機
関
等
、
接
待
内
容
、
金
額
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

二 

紀
律
保
持
委
員
会
に
つ
い
て 

（
2
） 

前
記
日
本
鉄
道
建
設
公
団
の
検
査
を
め
ぐ
る
接
待
問
題
と
中
島
元
主
計
局
次
長
ら
の
接
待
、
金
銭
授
受
問
題
で
、

減
給
以
下
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
が
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
役
職
（
退
官
後
の
民
間
会
社
も
含
む
）
に
就
い
た 

（
1
） 

本
年
二
月
三
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
二
月
十
三
日
の
答
弁
書
に
よ
る
と
、
戦
後
大
蔵
省
は
日
本
鉄
道
建

設
公
団
の
検
査
を
め
ぐ
る
接
待
問
題
、
前
記
中
島
元
主
計
局
次
長
ら
の
接
待
、
金
銭
授
受
問
題
な
ど
を
踏
ま
え
、
綱

紀
粛
正
を
図
る
た
め
に
九
十
一
件
の
通
達
等
を
出
し
て
き
た
が
、
省
内
に
徹
底
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
か
。 

（
7
） 

調
査
及
び
処
分
に
つ
い
て
金
融
関
連
部
局
に
絞
っ
て
い
る
こ
と
は
い
ち
じ
る
し
く
公
平
を
欠
く
と
指
摘
し
た
い
。 

（
6
） 
今
回
の
調
査
で
は
、
中
島
義
雄
元
主
計
局
次
長
の
よ
う
な
金
融
機
関
以
外
か
ら
の
金
銭
提
供
、
涌
井
主
計
局
長
の

よ
う
な
絵
画
の
贈
答
、
一
部
報
道
で
指
摘
さ
れ
た
幹
部
職
員
に
よ
る
絵
画
売
買
の
仲
介
、
政
治
家
と
の
会
食
、
ゴ
ル

フ
な
ど
に
つ
い
て
も
十
分
に
調
べ
た
か
。 

起
訴
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
る
か
。
そ
れ
と
も
既
に
捜
査
当
局
と
情
報
交
換
し
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
な
い

の
か
。 

見
解
は
如
何
か
。 

五 

 



 

（
6
） 

前
記
衆
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
な
ど
で
、
今
回
の
事
件
、
処
分
を
踏
ま
え
、
納
税
者
や
国
民
の
理
解
を
得
る
た

め
に
紀
律
保
持
委
員
会
の
議
事
録
作
成
を
強
く
求
め
て
き
た
が
、
大
蔵
省
官
房
長
は
「
紀
律
保
持
委
員
会
の
議
事
録 

（
5
） 

大
蔵
省
以
外
の
省
庁
に
お
い
て
、
紀
律
保
持
委
員
会
の
よ
う
な
省
内
組
織
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
委
員
会
で
は
議
事
録
を
作
成
し
て
い
る
か
。 

（
4
） 

紀
律
保
持
委
員
会
の
議
事
録
を
作
成
し
て
来
な
か
っ
た
理
由
を
根
拠
法
令
、
内
規
を
明
示
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 

（
3
） 

一
九
九
五
年
三
月
に
第
一
回
が
開
か
れ
、
二
十
数
回
の
会
合
を
重
ね
た
大
蔵
省
の
紀
律
保
持
委
員
会
は
、
省
内
の

綱
紀
粛
正
を
図
る
た
め
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る
か
。 

か
、
具
体
的
に
経
歴
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
民
間
企
業
な
ど
に
お
い
て
は
、
当
事
者
と
し
て
の
責
任
で
あ

れ
、
監
督
責
任
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
は
そ
の
後
の
人
事
な
ど
に
お
い
て
、
処
分
を
受
け
な
い

者
と
比
較
し
て
相
当
の
処
遇
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
前
記
の
二
つ
の
問
題
で
処
分
を
受
け
た
職
員
の
処
遇

は
客
観
的
に
み
て
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
か
。 

い
。
ま
た
、
再
三
の
指
摘
を
受
け
な
が
ら
今
後
の
議
事
録
作
成
さ
え
も
、
拒
み
続
け
る
合
理
的
な
理
由
を
述
べ
て
ほ

し
い
。 

六 

 



 

 

七 

は
今
後
も
作
成
す
る
考
え
は
な
い
」
と
答
弁
し
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。 

三 
処
分
後
の
対
応
に
つ
い
て 

（
1
） 
今
回
の
処
分
に
続
い
て
、
大
蔵
省
は
綱
紀
粛
正
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
具
体

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
2
） 

今
回
の
処
分
で
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
過
去
五
年
間
の
監
督
責
任
者
の
処
分
も
十
分
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る 

か
。 

（
3
） 

公
務
員
倫
理
法
案
の
作
成
に
お
い
て
、
大
蔵
省
の
今
回
の
事
件
、
処
分
を
踏
ま
え
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
の

規
制
を
重
視
す
れ
ば
い
い
と
考
え
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


